
玄海町指定ごみ袋への広告掲載の取扱いに関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、町が指定するごみ袋(当該袋を包装するものも含む。以下

｢指定ごみ袋」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとす

る。 

（掲載できる広告の範囲） 

第２条 指定ごみ袋に掲載することができる広告は、町の中立性、その品位及び

信頼性を損なうおそれのないもので、次の各号のいずれにも該当しないもの

とする。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるもの 

（２） 法令等に違反するおそれがあるもの 

（３） 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの 

（４） 人権侵害となるおそれがあるもの 

（５） 誇大又は虚偽のおそれのあるもの 

（６） 青少年の健全育成を阻害するおそれがあるもの 

（７） 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたもの 

（掲載内容） 

第３条 掲載することができる内容は、次のとおりとする。 

（１） 店舗、企業等の名称、所在地及び業務内容 

（２） 連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号及びメールアドレス） 

（３） その他町長が認めるもの 

（広告の規格及び掲載料） 

第４条 広告の規格及び掲載料は、別表のとおりとする。 

２ 掲載する広告は単色刷りとし、色は町長が定めるものとする。 

（広告掲載期間） 

第５条 広告の掲載期間は、１会計年度の予算で印刷した指定ごみ袋の在庫が

無くなるまでとする。 

（広告掲載の募集） 

第６条 広告の募集は、原則として公募の方法により行うものとする。 

（広告掲載の手続等） 

第７条 広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、玄海町指定

ごみ袋広告掲載申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）に掲載しよう

とする広告の原稿又は広告の内容が分かるものを添えて、町長に提出するも

のとする。 

    



２ 町長は、申込書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、広告掲載の

可否を決定し、その結果を玄海町指定ごみ袋広告掲載決定通知書（様式第２号）

により申込者に通知するものとする。ただし、町長は、必要があると認められ

るときは、申込者に申込書の修正を求めることができる。 

３ 前項の審査において、広告の募集が適当であると認める申込みが掲載募集

枠数を超過するときは、町内申込者（町内で事業を営み、そのための店舗、事

務所、営業所その他の事業の拠点を玄海町内に有する者をいう。）を優先的に

採用するものとし、なお超過するときは、抽選とする。 

４ 第２項の規定により広告の決定を受けた者（以下「広告主」という。）は、 

 掲載しようとする版下原稿を速やかに町長に提出するものとする。 

（広告主の責任） 

第８条 広告の内容に関する全ての責任は、広告主が負うものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第９条 広告主は、決定を受けた広告の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（広告掲載内容の変更） 

第１０条 広告主は、掲載の内容を変更しようとするときは、書面により町長に 

申し出なければならない。ただし、既に印刷に着手（製版が終了している場合

も含む。）し、又は印刷が完了している場合の変更は認められない。 

２ 前項の掲載内容の変更により生じる経費については、広告主の負担とする。 

（広告の掲載の取消し） 

第１１条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第７条第２項による

公告掲載の決定を、取り消すことができる。 

（１） 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。 

（２） 町長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、この要綱で規定する内容に違反したとき。 

（４） その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しを行う場合は、玄海町指定ごみ袋広告掲載

取消通知書（様式第３号）により広告主に通知するものとする。 

（広告掲載料の返還） 

第１２条 町長は、広告主が広告掲載料を納入した後、広告主の責に帰すること   

 ができない理由により広告が掲載できなかったときは、速やかに広告掲載料

を返還するものとする。 

（掲載取下げの届出） 

第１３条 広告主の都合により広告掲載の申込みを取り下げる場合は、広告主

は速やかに玄海町指定ごみ袋広告掲載取下届出書（様式第４号）を町長に提出

しなければならない。 



（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、町長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年１２月２２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

指定ごみ袋等の種類 掲載料 

帯封（もえるごみ(大)） 1 枠につき  50,000 円 

もえるごみ（大） 1 枠につき 100,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号（第７条関係） 

年  月  日 

 

 

玄海町指定ごみ袋広告掲載申込書 

 

 

玄海町長 様 

  

申込者 住所                            

氏名                         ㊞ 

              連絡先    

担当者名                         

  

 

玄海町指定ごみ袋への広告掲載の取扱いに関する要綱第７条第１項の規定に

基づき、下記のとおり申し込みます。 

 なお、申込みにあたっては、玄海町指定ごみ袋への広告掲載の取扱いに関す

る要綱の規定を遵守します。 

 

１ 広告の内容 

別紙（広告原稿又は広告内容が分かるものを添付） 

 

２ 当社（団体）は、貴町の町民税等の滞納はありません。 

  また、玄海町指定ごみ袋への広告掲載の取扱いに関する要綱第７条第４項

の規定について、同意します。 

 

              申込者              ㊞ 

 

※下欄には、記入しないでください。 

受 

付 

印 

 

 

審査 可・否 年 月 日 決裁番号     第       号 



様式第２号（第７条関係） 

                            玄生環第  号 

                            年  月  日 

 

         様 

 

                       玄海町長  

 

  

玄海町指定ごみ袋広告掲載決定通知書 

 

   年  月  号付けで申込書の提出がありました広告掲載について、下記

のとおり決定しましたので、玄海町指定ごみ袋への広告掲載の取扱いに関する

要綱第７条第２項の規定に基づき、通知します。 

 

記 

 

 

決裁区分 

□ 掲載する 

□ 掲載しない 

（理由） 

 

 

広告掲載料 

 

                       円 

 

納期期限及び 

納入方法 

年    月    日 

 

 

同封の納入通知書により納入 

その他 

 



様式第３号（第１１条関係） 

                            玄生環第  号 

                            年  月  日 

 

         様 

 

                       玄海町長  

 

 

玄海町指定ごみ袋広告掲載取消通知書 

 

 

 年  月  日付け第    号で通知した玄海町指定ごみ袋広告掲載決定

については、下記理由により取り消すことにしましたので通知します。 

 

記 

 

１.決定通知の内容 

 

 

２.取消しの理由 

 

 

３.その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

 

玄海町指定ごみ袋広告掲載取下届出書 

 

 

玄海町長     様 

  

申込者 住所                            

氏名                         ㊞ 

              連絡先    

担当者名                     

 

 

年  月  日付けで申し込みました玄海町指定ごみ袋広告掲載決定につ

いて、取り下げたいので、玄海町指定ごみ袋への広告掲載の取扱いに関する要綱 

第１３条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１.取下げ理由 

 

 

 

 

２.広告掲載料  

      □既に納入している 

      □納入していない 

 

 

 

 

 

 

 


